
 

短期入所生活サービス重要事項説明書 

令和７年 ８月 １日 

 短期入所生活サービス提供開始にあたり、厚生省令第３７号第１２５条に基づき、説明すべき事

項は、次のとおりであります。 

１ 事業の目的及び運営方針 

   本事業は、要介護状態にある在宅の高齢者等（利用者）を対象とし、その利用者が可能な限

り在宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、

排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、心身の能力

の維持並びに利用者家族の身体的精神的負担の軽減を図ることを目的とします。また、本事業

所は、常に良好な環境のもと、利用者の人間性を尊重し、家庭的な明るく楽しい雰囲気を有

し、利用者及び家族が安心して利用できるための運営を行います。 

２ 当施設の概要 

施設の名称 特別養護老人ホーム「サンファミリア米沢」短期入所生活介護 

所 在 地 〒992-0042 米沢市塩井町塩野 520番地  電話：0238-26-8255 

指 定 番 号 介護老人福祉施設併設短期入所生活介護（山形県 0670400696） 

３ 当施設の職員体制 

職  種 常勤 非常勤 計 勤務体制 

施設長 1人  1人 常勤 8時 30分～17時 30分 

医師（嘱託）  1人 1人 非常勤（週 1回診療） 

生活相談員 3人  3人 常勤 8時 30分～17時 30分 

看護職員 6人 1人 7人 常勤 8時 30分～17時 30分 

機能訓練指導員 1人  1人 常勤 8時 30分～17時 30分 

介護職員 30(26)人 3(3)人 33(29)人 2交代勤務（ ）内は介護福祉士 

介護支援専門員 5人  5人 介護職員 5 名が兼務 

事務員 1人  1人 常勤 8時 30分～17時 30分 

管理栄養士 2人  2人 常勤 8時 30分～17時 30分 

調理員 4人  4人 変則勤務 

環境整備員 1人 1人 2人 非常勤 8時 30分～14時 30分 

 

※ 上記職員については、特別養護老人ホームと兼務になります。 

 

 



 

４ 当施設の設備の概要 

項 目 内 容 項 目 内 容 

敷地（全体面積） 11,048.9㎡ 食 堂 1 か所(83.2 ㎡) 

建 物 

構 造 鉄筋コンクリート 
浴 室 

一般浴 1室(18.2㎡) 

延べ床面積 3740.7㎡ 特殊浴 1室(45.7㎡) 

定 員 80名(内短期 20名) 静 養 室 1室(12.2㎡) 

居 室 

１人室 A 4室(1室 15.6㎡) 医 務 室 1室(16.8㎡) 

1人室 B 4室(1室 13.3㎡) 機能訓練室 1 か所(83.2 ㎡) 

4人室 3室(1室 43.0㎡) 相談・面接室 1室(10.3㎡) 

 

５ サービスの内容 

項 目 内  容 

(1)居 室 個室、4人室があります。 

(2)食 事 
朝食：8：00～9：00、昼食：12：00～13：00、夕食：18：00～19：00 

※食堂でおとりいただきます。 

(3)入 浴 
週に 2回入浴していただけます。ただし、身体の状況に応じ、特殊

浴槽での対応または清拭となる場合がございます。 

(4)介 護 短期入所生活介護サービス計画書に沿って下記の介護を行います。 

・食事介助、入浴介助、更衣介助、排泄介助、体位変換、移動介助等 

(5)機能訓練 訓練室または居室にて機能訓練を行います。 

(6)生活相談 
常勤の生活相談員及び介護支援専門員に介護に関する希望等、日常

生活に関することを含め相談できます。 

(7)健康管理 
短期入所生活介護の初日に簡単な健康チェックを行います。また、

随時健康相談を受けることができます。 

(8)希望食の提供 

通常のメニューの他に希望食を用意することができます。ご希望の

方は職員に相談ください。献立により準備に日数のかかるものもあり

ますがご了承ください。料金は別途申し受けます。 

(9)理美容サービス 
当施設では、毎週 1～2回、理美容サービスを実施しております。

料金は別途かかります。 

 

 

 



 

６ 料 金 

 （１）基本利用料 

   ① 介護保険一部負担額（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度等によって利

用料が異なります。以下は、1日あたりの自己負担額が 1割の場合の金額です。） 

    要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 ６０３円 ６７２円 ７４５円 ８１５円 ８８４円 

個 室 ６０３円 ６７２円 ７４５円 ８１５円 ８８４円 

 

    (注１) その他、専門職配置体制や個人の状況、ご要望に応じた加算があります。詳細

は、別途料金表でご説明します。 

    (注２) 介護保険負担割合証の負担割合が 2割または 3割と記載されている方は、介護保

険一部負担額にその割合を乗じた額になります。 

    

 

② 居住費（ご利用居室のタイプ及び収入状況により自己負担が異なります。） 

    【一般（基準費用）】 円／日 

多床室 ９１５円 

個 室 １,２３１円 

    【負担限度額対象者（認定証の記載）】 円／日 

     

 

 

 

 

   ③ 食 費（収入状況により自己負担額が異なります。） 

    【一般（基準費用）】 

食事内訳 朝 食 昼 食 夕 食 １日合計 

料 金 ４２０円 ５４０円 ５４０円 １,５００円 

    【負担限度額認定対象者（認定証の記載）】 円／日 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 

３００円 ６００円 １,０００円 １,３００円 

          ※負担限度額認定者の 1 日の食費については、介護保険法に規定する食費負担限度額に

基づいて設定しています。 

 

 

 

 

 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 

多床室 ０円 ４３０円 ４３０円 ４３０円 

個 室 ３８０円 ４８０円 ８８０円 ８８０円 



 

    【食事回数別合計額】 

      朝食のみ 朝食・昼食 昼食・夕食 夕食のみ 

第１段階 ３００円 ３００円 ３００円 ３００円 

第２段階 ４０５円 ６００円 ６００円 ５２０円 

第３段階① ４０５円 ９２５円 １,０００円 ５２０円 

第３段階② ４０５円 ９２５円 １,０４０円 ５２０円 

基準費用 ４２０円 ９６０円 １,０８０円 ５４０円 

※ 利用者負担額「第１段階～第４段階（基準費用）の対象区分」 

利用者負担額 対 象 者 

第 １ 段 階 
・住民税世帯非課税で、老齢福祉年金を受けている方 

・生活保護を受給している方 

第 ２ 段 階 
・住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年

金収入額の合計が８０．９万円以下の方 

第 ３ 段 階 ① 
・住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年

金収入額の合計が８０．９万円超１２０万円以下の方  

第 ３ 段 階 ② 
・住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年

金収入額の合計が１２０万円超の方 

第 ４ 段 階 

（基準費用） 

・同じ世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税の方 

・住民税を課税されている方 

  

（２）その他の料金（個人の状況、要望に応じて加算する利用料） 

    別途「利用料金表」をご覧ください。 

 （３）利用期間の中止 

   ・利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数をもとに計算します。 

   ・次の事由に該当する場合は、利用期間中でもサービスを中止する場合があります。 

    ① 利用者が途中退所を希望する場合 

    ② 入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

    ③ 利用中に体調が悪くなった場合 

    ④ 他の利用者の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合 

（４）お支払方法 

   【６料金】で記した利用単位毎の料金をもとに計算された合計額をご利用月（１か月）毎に、

原則、各金融機関への口座振替の方法でお支払いいただきます。 

 

 

 



 

７ サービス利用方法 

 （１）サービスの利用申し込み 

    まずは、お電話等でお問い合わせください。ご利用期間決定後、契約を締結いたします。 

なお、ご利用の予約は、１か月前からとなります。 

（注）居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、担当介護支援専門員を通じての利用 

申し込みとなります。 

 （２）サービス利用契約の終了 

   ① 利用者の都合で利用契約を終了する場合 

    実際に短期入所生活介護をご利用中でなければ、文書でのお申し出によりいつでも解約で

きます。 

   ② 自動終了 

    次に掲げる事由に該当した場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了し、予約

は無効となります。 

    ・利用者が施設に入所した場合 

    ・利用者が死亡した場合 

    ・介護保険サービスを受けている利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された

場合 

    ・利用者がサービス料金の支払いを正当な理由なく、３か月以上遅延し、料金を支払うよ

うに催促したにもかかわらず１５日以内に支払わない場合 

    ・利用者やご家族等が、当施設や当施設の従業員または他の利用者に対して、この契約を

継続し難い背信行為を行った場合 

    ・やむを得ない事情により当施設を閉鎖または縮小する場合 

 

 

８ 当施設利用にあたっての留意事項 

   項 目 留 意 事 項 

面   会 
 来訪者は、面会時間を遵守し、職員に届け出ください。来訪者が宿

泊される場合は、必ず許可を得てください。 

外   出 外出の際は、必ず行先と帰所時間を職員に申し出ください。 

飲酒・喫煙 飲酒は所定の場所で、施設長の許可を得てから行ってください。ま

た、施設敷地内は禁煙となっています。 

設備・器具の利用 

 施設内の居室や設備、器具は、本来の用途に従ってご利用くださ

い。これに反したご利用により、破損等が生じた場合は、賠償いてい

ただく場合がございます。 

金銭・貴重品の管理 希望する方は、施設でお預かりいたします。 

所持品の持ち込み 施設生活上、必要最小限にお願いします。 

施設外での受診 （財）三友堂病院にお願いしてあります。 



 

宗教活動・政治活動 
 施設内での他の入所者に対する宗教活動及び政治活動は、ご遠慮

願います。 

ペットの持ち込み  原則として禁止します。 

 

 

９ 通常の事業の実施地域 

  通常の事業の実施地域は、米沢市内です。 

 

 

10 緊急時の対応方法 

   利用者に様態の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な措置を講じるほか、利用者 

又は身元引受人が指定する者に対し連絡します。 

 

 

11 事故発生時の対応 

   サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに当該利用者の家族及び県、市町村、

居宅介護支援事業所等の関係機関に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

   また、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに対応します。 

 

 

12 個人情報の専門機関への提供 

   介護保険制度や健康管理上など、当施設サービスにあたり必要とされる場合は、介護老人福

祉施設入所契約書第 11条（秘密保持）の趣旨に基づき、市町村並びに介護保険サービス事業者

及び医療機関等専門機関に対し、必要な範囲において情報を提供します。なお、退所後も同様の

扱いをします。 

 

 

13 非常災害対策 

項  目 対  応 

非常災害時の対応  別途定める「サンファミリア米沢消防計画」により対応します。 

防 災 設 備 

 スプリンクラー、非常階段、自動火災報知機、誘導灯、屋内消火栓

非常通報装置、防火扉、シャッター、カーテン等は防炎性能を有する

物を使用しています。 

防 災 訓 練 
 別途定める「サンファミリア米沢消防計画」により、年 2 回避難訓

練を利用者参加の上実施します。 

防火管理者  特養施設長   大武 政通 

 

 



 

14 相談・苦情等の窓口 

   当施設には各種相談の担当者として生活相談員が勤務していますので、お気軽にご連絡くだ 

  さい。また、要望や苦情、個人情報に関係することなども、生活相談員にお寄せいただければ、 

  速やかに対応いたします。 

 

項  目 内  容 

電 話 番 号  ０２３８（２６）８２５５ 

担 当 部 署  特別養護老人ホームサンファミリア米沢 生活相談員 

受 付 時 間  月曜日～金曜日、午前９時～午後４時（祝祭日を除く） 

 

   当施設以外に、市町村相談・苦情窓口等においても苦情を申し出ることができます。 

 

項  目 内  容 

電 話 番 号  ０２３８（２２）５１１１ 

担 当 部 署  米沢市役所 健康福祉部高齢福祉課 

 

 

15 当事業者の概要 

項  目 内  容 

法 人 の 種 別 ・ 名 称  社会福祉法人 米沢弘和会 

代 表 者 役 職 ・ 氏 名  理事長 佐藤 博 

本 部 所 在 地  〒992-0077 米沢市大字簗沢 3046番地 電話 0238（32）2234 

定款の目的に定めた事業 

１ 介護老人福祉施設   ５ 訪問介護事業 

２ 介護老人保健施設   ６ 居宅介護支援事業 

３ 短期入所生活介護事業 ７ 軽費老人ホーム 

４ 通所介護事業      

そ の 他 の 実 施 事 業 １ 短期入所療養介護   ２ 通所リハビリ 

 


